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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第83期
第３四半期
累計期間

第84期
第３四半期
累計期間

第83期
第３四半期
会計期間

第84期
第３四半期
会計期間

第83期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

完成工事高 (千円) 10,109,38612,389,7563,139,7444,329,76316,851,048

経常利益 (千円) 165,180 269,487 16,928 25,852 369,148

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 147,127 212,678△14,090 16,538 303,439

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 1,581,0001,581,0001,581,000

発行済株式総数 (株) ― ― 12,000,00012,000,00012,000,000

純資産額 (千円) ― ― 2,920,8353,263,1893,086,011

総資産額 (千円) ― ― 11,712,32211,777,54412,608,461

１株当たり純資産額 (円) ― ― 243.89 272.53 257.68

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 12.28 17.76 △1.18 1.38 25.34

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― 3.00

自己資本比率 (％) ― ― 24.9 27.7 24.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △731,478 △6,520 ― ― △657,298

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 76,485 117,787 ― ― 75,829

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △105,242△588,489 ― ― △79,659

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,025,361647,2481,124,469

従業員数 (名) ― ― 251 248 246

(注)  １　完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

　　　２　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

　　　３　当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

　　は記載しておりません。

　　　４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

　　せん。また、第83期第３四半期会計期間は、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため

　　記載しておりません。

　　　５　第83期から、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契約に関する会計基準の

　　適用指針」（企業会計基準適用指針第18号）を適用しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の

内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 248

(注)従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

以下、「第２　事業の状況」における各事項については、消費税等抜きの金額で表示しております。

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績
　

セグメントの名称

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
  至　平成22年12月31日)

（千円）

前年同四半期比
（％）

　東部 826,201 ―

　中部 1,247,342 ―

　西部 1,423,600 ―

　合計 3,497,144 ―

　

　
(2) 売上実績

　

セグメントの名称

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
  至　平成22年12月31日)

（千円）

前年同四半期比
（％）

　東部 1,108,566 ―

　中部 1,725,809 ―

　西部 1,495,386 ―

　合計 4,329,763 ―

(注)１　当社では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

２　前第３四半期会計期間および当第３四半期会計期間において、完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の

相手先の完成工事高はありません。

　 　 　 　

　

(3) 売上にかかる季節的変動について

建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に集中しているため、第１四

半期会計期間から第３四半期会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期会計期間の完成工事高が

著しく多くなるといった季節的変動があります。
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(参考)建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況

　①　受注工事高、完成工事高及び繰越工事高
　

期別 区分

期首繰越

工事高

(千円)

期中受注

工事高

(千円)

計

(千円)

期中完成

工事高

(千円)

期末繰越

工事高

(千円)

前第３四半期累計期間
(自平成21年４月１日
至平成21年12月31日)

一般ビル

工事
12,946,3548,995,92421,942,2797,069,32414,872,954

産業施設

工事
1,163,6032,227,2023,390,8062,415,689975,116

電気工事 195,882551,888747,770624,372123,398

計 14,305,84011,775,01526,080,85510,109,38615,971,469

当第３四半期累計期間
(自平成22年４月１日
  至平成22年12月31日)

東部 5,778,1432,448,9708,227,1134,138,7634,088,349

中部 3,403,7204,200,1527,603,8724,091,6473,512,225

西部 4,305,5503,403,4357,708,9854,159,3443,549,640

計 13,487,41410,052,55723,539,97212,389,75611,150,216

前事業年度
(自平成21年４月１日
至平成22年３月31日)

一般ビル

工事
12,946,35412,275,44625,221,80112,724,06612,497,734

産業施設

工事
1,163,6033,055,1904,218,7943,309,116909,677

電気工事 195,882701,985897,867817,86480,002

計 14,305,84016,032,62230,338,46316,851,04813,487,414

(注) １　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額に増減のある場合は、期中受注工事高にその

　　 　　増減額が含まれております。従って期中完成工事高にも、かかる増減額が含まれております。

　　 ２　期末繰越工事高は、（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）であります。

　　
　

　②　受注工事高
　

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

一般ビル工事 321,277 1,471,626 1,792,903

産業施設工事 ― 391,476 391,476

電気工事 72 117,212 117,284

計 321,349 1,980,315 2,301,664

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

東部 26,669 799,531 826,201

中部 259,272 988,069 1,247,342

西部 272,877 1,150,723 1,423,600

計 558,819 2,938,324 3,497,144
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　③　完成工事高
　

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

一般ビル工事 958,088 1,504,774 2,462,862

産業施設工事 ― 551,663 551,663

電気工事 51,792 73,425 125,217

計 1,009,880 2,129,863 3,139,744

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

東部 255,392 853,174 1,108,566

中部 649,733 1,076,076 1,725,809

西部 283,681 1,211,704 1,495,386

計 1,188,807 3,140,955 4,329,763

（注）１　当第３四半期会計期間の完成工事高のうち、請負金額１億円以上の主なものは次のとおりであります。

名古屋市 名古屋市本庁舎耐震改修空調衛生第二次工事

独立行政法人都市再生機構 パークタウン東綾瀬（第二期）第２住宅衛生設備工事

清水建設株式会社 トヨタ紡織㈱新猿投第３食堂建築工事

国立大学法人京都大学 京都大学（医病）南病棟、北病棟改修機械設備工事

　 　

２　前第３四半期会計期間および当第３四半期会計期間において、完成工事高総額に対する割合が100分の10以上

の相手先の完成工事高はありません。

　 　 　 　

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　④　繰越工事高（平成22年12月31日現在）
　

区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

東部 1,182,466 2,905,883 4,088,349

中部 1,786,871 1,725,354 3,512,225

西部 690,918 2,858,722 3,549,640

計 3,660,255 7,489,960 11,150,216

（注）繰越工事のうち請負金額７億円以上の主なものは次のとおりであります。

国立大学法人三重大学
三重大学（医病）病棟・診療棟新営機械設備その他
工事

平成23年６月完成予定

大成建設株式会社 川崎重工業㈱神戸工場新総合事務所建設工事 平成24年３月完成予定

株式会社関電工 （仮称）浜離宮インターシティ（空調・衛生設備） 平成23年２月完成予定

国立大学法人島根大学 島根大学（医病）病棟新営その他機械設備工事 平成23年６月完成予定

鹿島建設株式会社 川崎重工加古川寮建設工事 平成23年３月完成予定
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、この報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項については変更ありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、企業業績に回復の兆しが見られるものの、厳しい雇用情

勢やデフレ、円高進行の影響を受け、景気は足踏み状態となりました。

このような状況のなかで、当社は、黒字安定経営継続のための受注目標達成等の目標に向け、事業活動

を展開してまいりました。

その結果、第３四半期会計期間の経営成績は、完成工事高43億29百万円（前年同四半期比37.9％増）と

なりました。工事種別では、一般ビル工事は事務所工事の増加により34億72百万円（前年同四半期比

41.0％増）、産業施設工事および電気工事は工場関連施設の増加によりそれぞれ6億64百万円（前年同四

半期比20.5％増）、1億92百万円（前年同四半期比53.5％増）となりました。損益面では、完成工事高増加

による利益増により、営業利益は23百万円（前年同四半期比17.6％増）、経常利益は25百万円（前年同四

半期比52.7％増）となり、四半期純利益は16百万円（前年同四半期は14百万円の四半期純損失）となり

ました。

　
各セグメントの業績は次のとおりであります。

〔東部〕

東部の業績につきましては、一般ビル工事が低調であったため、完成工事高は11億8百万円となりまし

た。セグメント利益は8百万円となりました。

〔中部〕

中部の業績につきましては、一般ビル工事、産業施設工事が堅調に推移し、完成工事高は17億25百万円

となりました。セグメント利益は48百万円となりました。

〔西部〕

西部の業績につきましては、一般ビル工事が堅調に推移し、完成工事高は14億95百万円となりました。

セグメント利益は1億14百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ8億30百万円減少し117億77百万円と

なりました。主な減少理由は、借入金返済による現金預金の減少等によるものであります。

負債合計は、前事業年度末に比べ10億8百万円減少し85億14百万円となりました。主な減少理由は、借入

金の返済及び未成工事受入金の減少によるものであります。

純資産は、四半期純利益の計上により前事業年度末に比べ1億77百万円増加し、32億63百万円となりま

した。
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(3) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等がありましたが、売上債権の増加等により、6

億50百万円の支出（前年同四半期は8億80百万円の支出であり、これと比較すると2億30百万円の支出の

減少）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、保証金の払戻しによる収入等により、少額の収入となりまし

た。

財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出等により、7百万円の支出（前年

同四半期は1億35百万円の収入であり、これと比較すると1億43百万円の支出の増加）となりました。

この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期会計期間末残高は、前年同四半期比3億78百万円

（36.9％）減の6億47百万円となりました。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新た

に生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動

研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

当第３四半期会計期間の研究開発費の総額は2百万円であります。

　
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 35,000,000

計 35,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年2月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,000,00012,000,000
名古屋証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 12,000,00012,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年10月１日～
平成22年12月31日

― 12,000,000 ― 1,581,000 ― 395,250

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式） 
普通株式　26,000

― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式

11,919,000
11,919 ―

単元未満株式 普通株式　55,000 ― ―

発行済株式総数 12,000,000― ―

総株主の議決権 ― 11,919 ―

(注)  1　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。

2　「単元未満株式」欄の株式数には当社所有の自己株式373株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 　 平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
川崎設備工業株式会社

名古屋市中区錦2-18-5 26,000 ― 26,000 0.22

計 ― 26,000 ― 26,000 0.22

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

　
　10月

　
　11月

　
　12月

最高(円) 131 131 129 134 122 115 119 114 113

最低(円) 98 111 120 113 105 103 106 101 106

(注)  最高・最低株価は、名古屋証券取引所第二部における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年

建設省令第14号）に準じて記載しております。

なお、前第３四半期会計期間(平成21年10月1日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成21年4月1日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会

計期間(平成22年10月1日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成22年4月1日から平成

22年12月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間(平成21年10月1日か

ら平成21年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間(平成21年4月1日から平成21年12月31日まで)に係る

四半期財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第３四半期会計期間(平成22

年10月1日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成22年4月1日から平成22年12月31日

まで)に係る四半期財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7

月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

　

３  四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

また、利益基準は一時的な要因で高くなっております。

①　資産基準　　　　       0.38 ％

②　売上高基準　　　       0.70 ％

③　利益基準　           △7.08 ％

④　利益剰余金基準　     △1.05 ％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 647,248 1,224,469

受取手形 ※3
 1,229,528 942,203

完成工事未収入金 4,805,608 4,906,192

未成工事支出金 ※4
 1,384,749

※4
 1,505,204

その他 200,519 455,464

貸倒引当金 △67,700 △68,500

流動資産合計 8,199,953 8,965,035

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 1,323,329

※1
 1,377,195

土地 1,720,934 1,721,349

その他（純額） ※1
 61,497

※1
 52,798

有形固定資産計 3,105,760 3,151,344

無形固定資産 97,922 81,979

投資その他の資産

その他 ※2
 769,754

※2
 808,738

貸倒引当金 △395,846 △398,636

投資その他の資産計 373,907 410,102

固定資産合計 3,577,591 3,643,426

資産合計 11,777,544 12,608,461

負債の部

流動負債

支払手形 ※3
 2,239,867 2,078,085

工事未払金 3,076,469 2,821,477

短期借入金 － 1,232,000

未払法人税等 22,188 31,770

未払消費税等 80,213 100,363

未成工事受入金 1,014,242 1,300,312

役員賞与引当金 － 6,410

賞与引当金 69,144 139,027

完成工事補償引当金 63,027 62,025

工事損失引当金 ※4
 64,334

※4
 167,373

その他 245,954 693,671

流動負債合計 6,875,441 8,632,516

固定負債

長期借入金 700,000 －

退職給付引当金 807,690 804,034

環境対策引当金 9,105 9,383

その他 122,118 76,515

固定負債合計 1,638,914 889,933

負債合計 8,514,355 9,522,449
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,581,000 1,581,000

資本剰余金 395,250 395,250

利益剰余金 1,266,928 1,090,177

自己株式 △5,639 △5,381

株主資本合計 3,237,538 3,061,046

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25,650 24,965

評価・換算差額等合計 25,650 24,965

純資産合計 3,263,189 3,086,011

負債純資産合計 11,777,544 12,608,461
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

完成工事高 10,109,386 12,389,756

完成工事原価 9,027,770 11,198,637

完成工事総利益 1,081,616 1,191,118

販売費及び一般管理費 ※1
 917,231

※1
 915,097

営業利益 164,384 276,020

営業外収益

受取配当金 3,493 3,727

不動産賃貸料 － 12,395

貸倒引当金戻入額 35,309 4,189

賠償金未払戻入額 － 10,000

その他 8,531 3,205

営業外収益合計 47,333 33,518

営業外費用

支払利息 28,792 19,157

不動産賃貸費用 － 7,976

売上債権売却損 7,169 －

その他 10,576 12,916

営業外費用合計 46,538 40,050

経常利益 165,180 269,487

特別利益

貸倒引当金戻入額 32,222 －

特別利益合計 32,222 －

特別損失

減損損失 5,109 －

投資有価証券評価損 7,200 37,566

過年度損益修正損 ※3
 17,250 －

特別損失合計 29,559 37,566

税引前四半期純利益 167,843 231,921

法人税等 ※4
 20,716

※4
 19,242

四半期純利益 147,127 212,678
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

完成工事高 3,139,744 4,329,763

完成工事原価 2,824,217 3,993,464

完成工事総利益 315,526 336,298

販売費及び一般管理費 ※1
 295,249

※1
 312,458

営業利益 20,277 23,839

営業外収益

受取配当金 1,070 1,254

生命保険配当金 1,658 －

不動産賃貸料 － 8,878

貸倒引当金戻入額 2,458 50

その他 5,418 302

営業外収益合計 10,606 10,484

営業外費用

支払利息 9,282 2,683

不動産賃貸費用 － 4,096

売上債権売却損 2,684 －

その他 1,988 1,691

営業外費用合計 13,955 8,471

経常利益 16,928 25,852

特別損失

過年度損益修正損 ※3
 17,250 －

投資有価証券評価損 7,200 2,874

特別損失合計 24,450 2,874

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △7,521 22,977

法人税等 ※4
 6,568

※4
 6,439

四半期純利益又は四半期純損失（△） △14,090 16,538
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 167,843 231,921

減価償却費 69,315 76,645

減損損失 5,109 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △81,637 △4,037

賞与引当金の増減額（△は減少） △125,895 △69,882

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △14,658 1,002

工事損失引当金の増減額（△は減少） △123,278 △103,039

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,004 3,655

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △6,410

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △277

受取利息及び受取配当金 △3,847 △4,027

支払利息 28,792 19,157

投資有価証券評価損益（△は益） 7,200 37,566

過年度損益修正損 17,250 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,773,463 △186,740

未成工事支出金の増減額（△は増加） △503,381 120,455

未収消費税等の増減額（△は増加） 35,067 －

立替金の増減額（△は増加） 331,668 241,891

破産更生債権等の増減額（△は増加） 49,977 3,237

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,584 14,452

仕入債務の増減額（△は減少） △2,404,181 416,773

未成工事受入金の増減額（△は減少） 453,106 △286,069

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,566 △20,150

預り金の増減額（△は減少） △310,524 △352,014

未払費用の増減額（△は減少） △84,121 △101,617

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,339 △363

その他 3,687 4,209

小計 △693,234 36,339

利息及び配当金の受取額 4,008 4,027

利息の支払額 △28,636 △20,744

法人税等の支払額 △13,616 △26,143

営業活動によるキャッシュ・フロー △731,478 △6,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △24,787 △4,183

投資有価証券の売却による収入 － 1,085

貸付金の回収による収入 100 120

預り保証金の受入による収入 － 20,774

その他 1,172 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 76,485 117,787
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 150,000 △350,000

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △210,000 △882,000

自己株式の取得による支出 △149 △258

配当金の支払額 △35,424 △35,550

リース債務の返済による支出 △9,667 △20,680

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,242 △588,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △760,235 △477,221

現金及び現金同等物の期首残高 1,785,597 1,124,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,025,361

※
 647,248
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期会計期間（自　平成22年10月1日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年12月31日)

会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」の適用

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企

業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年

３月31日)を適用しております。

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

（四半期損益計算書関係）

　前第３四半期累計期間において、独立掲記しておりました営業外費用の「売上債権売却損」は、その金額が営業

外費用合計の100分の20以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半

期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれている「売上債権売却損」は、1,703千円であります。

　

当第３四半期会計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

（四半期損益計算書関係）

　前第３四半期会計期間において、独立掲記しておりました営業外費用の「売上債権売却損」は、その金額が営業

外費用合計の100分の20以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半

期会計期間の営業外費用の「その他」に含まれている「売上債権売却損」は、446千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

固定資産の減価償却費の算定方法 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費

については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算する方法を採用しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額　　2,128,100千円

 
※２　担保に供されている資産で、事業の運営において重

要なものであり、かつ、前事業年度の末日に比べて著

しい変動が認められるものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券　　　       ―

 
※３　四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

は、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。

　なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、

四半期会計期間末残高から除かれております。

受取手形　　　　　96,429千円

支払手形　　　　 220,648千円

 
※４　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示しております。損失の発生が見込まれる工事契約

に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対

応する額は15,398千円であります。

※１　有形固定資産減価償却累計額　　2,064,862千円

 
※２　担保に供されている資産

 

 

投資有価証券　　　　　192,833千円

 
――――――――

 

 

 

 

 
※４　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示しております。損失の発生が見込まれる工事契約

に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対

応する額は76,118千円であります。

　

(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※１　このうち、主要な費目および金額は、次のとおりで

あります。

従業員給料手当　　370,099千円

 

 
　２　過去１年間の完成工事高

当社の完成工事高は、契約により工事の完成引渡

しが第４四半期会計期間に集中しているため、第１

四半期会計期間から第３四半期会計期間における完

成工事高に比べ、第４四半期会計期間の完成工事高

が著しく多くなるといった季節的変動があります。

 
※３　過年度損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。

無形固定資産の過年度償却不足額　17,250千円

 
※４　税効果会計の適用において、簡便法を適用している

ため、税金費用は「法人税等」として一括計上して

おります。

※１　このうち、主要な費目および金額は、次のとおりで

あります。

従業員給料手当　　360,057千円

賞与引当金繰入額　 21,795千円

 
　同　左

 

 

 

 
――――――――

 

 

 
　同　左
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第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

※１　このうち、主要な費目および金額は、次のとおりで

あります。

従業員給料手当　　121,748千円

 

 
　２　過去１年間の完成工事高

当社の完成工事高は、契約により工事の完成引渡

しが第４四半期会計期間に集中しているため、第１

四半期会計期間から第３四半期会計期間における完

成工事高に比べ、第４四半期会計期間の完成工事高

が著しく多くなるといった季節的変動があります。

 
※３　過年度損益修正損の内訳は、次のとおりでありま

す。

無形固定資産の過年度償却不足額　17,250千円

 
※４　税効果会計の適用において、簡便法を適用している

ため、税金費用は「法人税等」として一括計上して

おります。

※１　このうち、主要な費目および金額は、次のとおりで

あります。

従業員給料手当　　102,109千円

賞与引当金繰入額　 21,795千円

 
　同　左

 

 

 

 
――――――――

 

 

 
　同　左

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※　現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

(平成21年12月31日現在)

現金預金 1,125,361千円

預入期間が３か月超の定期預金 △ 100,000

現金及び現金同等物 1,025,361千円

※　現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

(平成22年12月31日現在)

現金預金 647,248千円

預入期間が３か月超の定期預金 　―

現金及び現金同等物 647,248千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平

成22年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 12,000,000

　

　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 26,373

　

　

３．新株予約権の四半期会計期間末残高

　　　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 35,927 3.0平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

　

　

５．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

　【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、主に空気調和・給排水衛生設備及び電気工事の設計・施工をしており、各地域の包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社は受注・施工体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており「東部」、

「中部」、「西部」の３つを報告セグメントとしております。

　

２　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　　当第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

調整額 合計
東部 中部 西部 小計

完成工事高 4,138,7634,091,6474,159,34412,389,756 ― 12,389,756

セグメント利益 401,562 4,031 266,707672,301△396,280276,020

　

　　当第３四半期会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

調整額 合計
東部 中部 西部 小計

完成工事高 1,108,5661,725,8091,495,3864,329,763 ― 4,329,763

セグメント利益 8,055 48,427114,731171,213△147,37423,839

　（注）1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用（一般管理費）であります。

　　　　2.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

　(追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号  平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

当第3四半期会計期間末（平成22年12月31日）

立替金、短期借入金及び長期借入金が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前

事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

（単位：千円）

科目
四半期

貸借対照表計上額
時価 差額 時価の算定方法

立替金 122,097 121,850 247 (注1)

短期借入金 ― ― ― （注2）

長期借入金 700,000 700,000 ― （注3）

（注）1.立替金の時価の算定方法

立替金のうち、JV工事立替金は工期ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを回収期日までの期間および

信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2.短期借入金の時価の算定方法

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

なお、12月末現在の残高はありません。

3.長期借入金の時価の算定方法

元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して

おります。

　

(有価証券関係)

有価証券の当第３四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

関連会社がないため該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 272円53銭
　

１株当たり純資産額 257円68銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 3,263,189千円 3,086,011千円

普通株式に係る純資産額 3,263,189千円 3,086,011千円

普通株式の発行済株式数 12,000,000株 12,000,000株

普通株式の自己株式数 26,373株 24,065株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 11,973,627株 11,975,935株

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 12円28銭
　

１株当たり四半期純利益金額 17円76銭
　

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

　　 ２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

四半期純利益 147,127千円 212,678千円

普通株式に係る四半期純利益 147,127千円 212,678千円

普通株主に帰属しない金額 該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 11,976,572株 11,974,874株

　

第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △1円18銭
　

１株当たり四半期純利益金額 1円38銭
　

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、当第３四半期会計期間は、潜在株式が存在していない

　 ため記載しておりません。また、前第３四半期会計期間は、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存

　 在していないため記載しておりません。

　　 ２．１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) △14,090千円 16,538千円

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△) △14,090千円 16,538千円

普通株主に帰属しない金額 該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 11,976,196株 11,974,339株
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第３四半期会計期間における所有権移転外ファイナンス・リース取引残高（平成20年４月１日以降

に取引を開始したリース取引残高を除く）は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２２年２月１２日

川崎設備工業株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    黒　崎　　　寛　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    神　田　正　史　　㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている川崎

設備工業株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第８３期事業年度の第３四半期会

計期間（平成２１年１０月１日から平成２１年１２月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２１年４

月１日から平成２１年１２月３１日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益

計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、川崎設備工業株式会社の平成２１年１２月３１日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半

期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

追記情報

「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１四

半期会計期間より「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用して

いる。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２３年２月１０日

川崎設備工業株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員 　
公認会計士    北　本　　　敏    ㊞

業務執行社員 　

　 　 　
指定有限責任社員 　

公認会計士    神　田　正　史    ㊞
業務執行社員 　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている川崎

設備工業株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第８４期事業年度の第３四半期会

計期間（平成２２年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）及び第３四半期累計期間（平成２２年４

月１日から平成２２年１２月３１日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益

計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、川崎設備工業株式会社の平成２２年１２月３１日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半

期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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